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軽 度 外 傷 性 脳 損 傷 
（ＭＴＢＩ）友の会 会報 
第８号 ２０１０年１１月 

〒１３６－００７１ 江東区亀戸７－１０－１ 乙ビル５Ｆ

電話０３－３６８５－２６１７ ＦＡＸ０３－３６８３－９７６６

ｍ ａ ｉ ｌ  i n f o @ m i l d - t b i . n e t 
 
２００３年障害等級認定基準によって、被災者切捨て 
 労災と交通事故の障害基準（精神・神経系統の障害等級認定基準）は、厚生労働省・労働基準局

の通達です（法律や政省令ではありません！）。同省は、軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ）を否定し

ていないと言い訳していますが、表のように友の会の会員が切り捨てられています。 

 外傷性脳損傷の事案 切り捨てられた中味 

1 北海道・労災再発裁判 白浜裁判 労働局医の検査がずさんなのに、それを採用 

2 山梨・労災障害裁判 臼井裁判 韮崎・ワイナリーーー画像に見えないから切られた。 

3 東京・労災再発裁判 画像に見えないから切られた。膀胱障害との関係も否定

4 東京・労災障害裁判 審査官が、画像に見えないから評価しないと。 

5 東京・労災障害再審査（棄却） 画像所見ないから脳損傷でなく、神経因性膀胱の原因は

脳損傷でない。画像所見がないから 14 級(監督署) 

6 東京・労災再発再審査（棄却） 画像に見えないから切られた。膀胱障害との関係も否定

7 神奈川・労災再発再審査（審理待ち） 画像所見なし。就労による症状悪化 

8 神奈川・労災審査（原処分取消） 画像所見なしとして否定されたが、審査請求で認定 

9 東京・労災障害請求 治癒後の正確な診断書を不受理 
 ＭＴＢＩは欧米の医学的知見を踏まえ、ＷＨＯによって２００４年にその診断基準が定められて

おり（診断できなければ、障害も認定できない）、それから６年もたっており、いまさら疾患概念

をどうこういう時ではありません。今やるべきことは、画像に見えない外傷性脳損傷・脊髄損傷の

存在は共通認識ですから、それらによって労務困難な場合の障害等級（７級以上）を新設すること

であり、また「正しい原因の究明」（労災の理論と実際）に沿って、労災再発を認めることです。

これらはいずれも通達の改正によってできますが、障害基準（通達）策定のために、ちゃんと症例

を診ており、国際的な知見にも明るい人選による専門検討会をすぐ（！！）開催すべきです。 
 そのために、友の会は超党派で運動を進めています。この間、民主党の谷博之・輿石東両参院議

員、岡本みつのり衆院議員、細川厚生労働大臣の石原憲治秘書官、公明党の山本ひろし参院議員、

共産党の小池晃参院議員（当時）・塩川てつや衆院議員に陳情しています。 
 下記の日程ですので、体調をみながら、ぜひよろしくお願いします。 

１２月２日（木）１１－１２時 臼井裁判（国が被告）・本人尋問――東京地裁（地下鉄

霞ヶ関駅Ａ１出口）５Ｆ５２７号法廷――山場です。望月弁護士 
 １２月１５日（水）１０時（短時間）白浜裁判（国が被告）弁論――東京地裁６Ｆ 
６０６号法廷――石橋先生が、北海道局医らを論破！ 湯川弁護士 
 ２０１１年１月１４日（金）１３時（短時間）中田裁判（国が被告）弁論――東京地裁６

Ｆ６１９号法廷――労災時効などの争い 望月弁護士 
 １月２１日（金）１３－１６時 友の会・例会――ひまわり診療所・友の会４Ｆ会議室
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労災審査請求で、軽度外傷性脳損傷を認める 
 訪問看護師の労災交通事故による、軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ＝ｍｉｌｄ Ｔｒａｕｍａｔｉｃ Ｂ

ｒａｉｎ Ｉｎｊｕｒｙ）について、横浜南労働基準監督署は因果関係を否定し、労災申請に対しゼロ

回答だったが(2008 年 10 月)、穴見功・主任・神奈川労災審査官（労働者災害補償保険審査官）は監督

署の処分を取り消し、因果関係を認める決定をした（2010 年 7 月 22 日 斎藤が、代理人）。 
 ＭＴＢＩは、ＷＨＯが各国に予防を呼びかけている中枢神経系の損傷で、その病態は「びまん性軸索

損傷」（頭部に対する回転加速度衝撃により、神経細胞・軸索の顕微鏡的な損傷が、多発性・散在性に

起きる）である。 
 長年、むちうち損傷・頸部捻挫と誤診されていても、正しい原因の究明・しかるべき神経診断学の検

査により、あとからＭＴＢＩと診断されることがあるので、転落・転倒・交通事故などによる後遺症に

くるしむかたがいれば、診断の見直しが必要だ。 
 決定書から、抜粋する。 
 
第２ 判断 
 １ 判断の要件 

災害と傷病との因果関係について 
 請求人の主張は、交通事故（通勤途上の災害）が原因で外傷性脳損傷、高次脳機能障害を発症した

というものであるので、請求人の傷病が交通事故によって発症したものであるか否か、傷病と災害と

の因果関係について検討することとなる。 
 傷病が災害によるものと認められるためには、傷病の発症と災害との間に条件関係が認められるだ

けでは足りず、医学上の相当因果関係が認められることが必要であり、請求人が原因であると申し立

てている、２００４年・・・の交通事故で頭部をいためたという事実の有無及びその出来事から症状

の出現までの経過や傷病の状態等が医学上妥当なものであるか否かによって判断することとなる。（後

略） 
２（２）結論 
(ア) 関東労災病院 I(茂野)医師臼井裁判の国側医師は、「脳画像所見は、異常を認めない。」として「画

像診断上は高次脳機能障害は否定される。」との所見であるが、ひまわり診療所で診察に当たった

湖南病院石橋徹医師は、「神経眼科、神経耳科、神経泌尿器科、リハビリテーション科の神経学的

検査の結果」、「請求人は上記の交通事故で軽度外傷性脳損傷にかかられたと診断した」との所見

である。また、同医師は脳損傷による障害の状態に関する意見書において「MRI 等に異常を認めず」

としている。 
(イ) 北里大学病院脳神経外科K 医師鑑定医は、「傷病名に関しては、画像上は明らかな異常所見をとら

えられないが、受傷後より初めて高次脳機能障害等出現しており、頭部外傷後遺症とするのが妥当

と考える。」、「交通事故と傷病の関係は、事故前問題なく訪問看護の仕事を行えていたことより、

因果関係ありと考える。」と鑑定している。 
(ウ) 以上のとおり、請求人の傷病名については石橋医師は「外傷性脳損傷」、K医師は「頭部外傷後遺

症」としており、傷病名は異なるものの、両医師とも画像上明らかな異常所見は認めないが、神経

学的検査等の結果、本件事故によって高次脳機能障害になったものであると所見している。 
   したがって、請求人は本件事故のため高次脳機能障害になったものと認められる。 
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軽度外傷性脳損傷：交通事故後遺症、初の認定 ２０００万円賠

償命令－－東京高裁 

 ◇患者救済へ幅広げる 

 交通事故により脳に特異な損傷を負う軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ）になったかどうかが争われた訴

訟の控訴審判決で、東京高裁が「脳に損傷を負った」と認めていたことが分かった。ＭＲＩ（磁気共鳴画

像化装置）の所見がないことなどから従来は否定されてきたケースで、１審もむち打ち症と認定して

いた。患者団体によると、ＭＴＢＩを事実上認めた初の司法判断という。【宍戸護】 

 訴えていたのは東京都世田谷区の無職、五十嵐克典さん（３８）。代理人の菊地真治弁護士は「交通

事故による脳損傷の認定条件の変更を促す画期的な判決」と評価している。 

 ９日の高裁判決によると、五十嵐さんは埼玉県内の東北自動車道で０３年１０月、渋滞停車中にワゴ

ン車に追突され▽両手の握力がほとんどない▽においが分からない▽道に迷う▽寒暖が分からな

い▽頻尿－－といった症状が残った。事故の衝撃で脳の情報伝達を担う神経線維が所々切れた「軸

索損傷」を負ったとしてワゴン車の男性側に約１億５０００万円の賠償を求めていた。 

 同種訴訟では従来（１）事故直後の意識障害（２）脳損傷を示す画像所見（３）受傷直後からの症状－

－がそろった場合に脳損傷と認められてきた。だが高裁判決で原田敏章裁判長は、五十嵐さん側の

医師意見書を基に「ＭＴＢＩでは症状が遅れて出ることもあり、脳損傷の画像も必ず見られるわけでは

ない」と指摘。（１）～（３）は満たしていないが、後遺症に関し「事故以外の原因は考えられず、脳が損

傷した事実は否定できない」と結論付けた。 

 （１）～（３）を欠くことから１審東京地裁は２月、男性側主張に沿って脳損傷を否定、自賠責の後遺障

害等級を１４級程度と低く認定し賠償額を約５３０万円にとどめた。高裁は９級に引き上げ約２０００万

円の支払いを命じた。 

 五十嵐さん側は賠償額を不満として上告を検討する方針。男性側は取材に対し「判決内容を検討し

ておりコメントは差し控えたい」と書面で回答した。 

 ◇同様提訴の男性「希望が見えた」 

 原告の五十嵐さんは判決について「事実上の病気認定。全国で同じ病気に苦しむ人の励みになれ

ば」と喜び、同様の訴訟を抱える患者からは希望の声が上がった。 
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 ＭＴＢＩは認知度が低く、五十嵐さんは事故後、心ない医者の対応に不快な思いもした。ある医者は

ＭＲＩで画像異常がないと伝えた後、「心が弱っているから、精神科の先生にでもみてもらったら」と勧

めた。精神科に行くと「うつ病」と診断されて、薬を出すだけだったという。 

 現在は食べ物がのどをうまく通らない障害が悪化し、最近はゼリー状の栄養剤が手放せない。判決

での自賠責後遺障害等級が９級だったことに対しては「あまりに低く見られている。正直不満が残る」

と話した。 

 東京都板橋区の元タクシー運転手の男性（３９）は０３～０５年に３回交通事故に遭い、頭から首にか

けての激痛で休業。補償は０７年夏に打ち切られて、年明けから生活保護を受けている。高次脳機能

障害などの症状があり、事故相手に損害賠償を求める訴訟を起こしている。男性は「今回の判決で少

しだけ希望が見えた」と喜んだ。 

 ■解説 

 ◇ＭＲＩ異常なし、複数の診断重視 

 脳損傷の障害認定に求められた条件に当てはまらなくてもＭＴＢＩを事実上認めた東京高裁判決は、

推定数十万人とされる患者救済の幅を広げ、各地の同種訴訟や労災認定にも影響を与えることにな

りそうだ。 

 判決は、湖南病院（茨城県下妻市）の石橋徹医師（整形外科）が書いた原告側の医学的意見書を重

視。画像異常がなくても、複数の専門医と連携し丹念に診断を積み重ねる手法の正当性を認めた。こ

れに対し、自賠責保険の認定基準（高次脳機能障害）に沿った被告側の医学的意見書は「採用できな

い」と一蹴（いっしゅう）した。 

 ＭＴＢＩを巡っては、国内ではようやく診断ガイドライン作成に向けた動きが出てきた段階だ。原田敏

章裁判長は「世界保健機関（ＷＨＯ）が定めたＭＴＢＩに該当するかどうかを確定することが必要なわ

けではない」とＭＴＢＩとの断定を避けたが、患者団体「軽度外傷性脳損傷友の会」の斎藤洋太郎事務

局長は「病名認定の名より、病気自体を認めてくれた実をとりたい」と評価している。 

 ■ことば ◇軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ） 

•  頭部に物理的な力が加わって起きた、急性の脳損傷を外傷性脳損傷（ＴＢＩ）と呼ぶ。程度に応

じて軽度、中等度、重度に分類されるが、国内では軽度の概念がない。欧米では７～９割が

軽度とされ、そのうちの１割が慢性化するとされる。世界保健機関（ＷＨＯ）は、受傷後に意識

混濁または見当識障害などの要件を示している。 

毎日新聞 2010年9月12日 東京朝刊 
















